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はじめに

　選挙制度は政治過程の様々な側面に影響を与え
るという意味で，極めて重要な政治制度の１つで
ある。特に選挙制度が政党システムに与える影響
については，これまで数多くの知見が蓄積されて
きた。中でも「小選挙区制は２大政党制を促し，
比例代表制は多党制を促す」という「デュヴェル
ジェの法則」（Duverger 1954）は，選挙制度と
政党システムの関係を明瞭に示しており，以後の
研究のみならず現実の選挙制度設計や選挙制度改
革論にも大きな影響を与えている。
　本論文では，デュヴェルジェの法則を起点とす
る選挙制度と政党システムに関する一連の研究の
レビューを行う。その際，本論文では選挙制度不
均一という近年の研究で注目されはじめた視点を
導入した研究を中心的にレビューする。選挙制度
不均一とは，１国内に複数の選挙制度が併存する
状態を指す（小川 2017）。選挙制度不均一のうち，
選挙ごとに制度が異なる状態を本論文では「制度
間不均一」と呼び，制度間不均一に焦点を絞った
レビューを行う１。制度間不均一は，選挙制度と
政党システムの分析において重要な概念であると
ともに，複数の選挙制度間の関係性も考慮に入れ
るという意味で制度設計上も重要な概念である。
　デュヴェルジェの法則や法則をより一般化させ
た「M＋１ルール」（Reed 1990，Cox 1997）では，
制度間不均一は議論の射程外に置かれている。１
国内で実施される選挙の種類は１つではないた
め，選挙によっては選挙制度が異なる可能性があ
り，国内には複数の選挙制度が存在しうる。実際，
地方選挙まで含めて全ての選挙制度が統一されて

いるケースは極めて稀である。
　複数の選挙制度が１国内に存在する場合，政党
や有権者といったアクターは複数の選挙制度に直
面する。各選挙制度が付与する制度的インセン
ティブが異なるのであれば，同一のアクターで
あってもそれぞれの制度下での行動は異なる。さ
らに，ある制度下での行動は，別の制度下の行動
にも影響を与えると考えられる（前田 2007）。
　以上のことから，デュヴェルジェの法則以来の
一連の研究のように，選挙制度とアクターの関係
を１対１で考えるのではなく，同一のアクターが
直面する複数の選挙制度の存在を考慮する必要が
ある。この意味で，国内に存在する選挙制度の一
致，不一致を問う制度間不均一を議論する価値が
あると考えられる。
　本論文では，日本を舞台とした制度間不均一研
究のレビューに力点を置く。その理由は，日本の
制度間不均一には分析上の大きな利点があるから
である。日本には，後に述べるように不均一選挙
区と均一選挙区が併存している。この特徴は不均
一選挙区と均一選挙区の比較を通して，制度間不
均一の影響を分析することを可能とする。それゆ
え，日本を対象とした分析から，理論的にも実証
的にも制度間不均一研究を発展させられる可能性
がある。そこで本論文では，制度間不均一分析の
理想的なケースの１つである日本について，どの
ような視点から分析がなされて何が明らかにされ
ているのか，どのような今後の研究の方向性が考
えられるのかを検討することを最終的な目的とす
る。
　本論文の構成は，以下の通りである。第１節で
は，選挙制度と政党システム研究の理論的な起点
であるデュヴェルジェの法則とその発展を概観し
た後に，選挙制度不均一の視点が導入された研究
を紹介する。第２節では，制度間不均一に対する
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問題意識が比較的高いと考えられ，分析対象とし
ての利点を備えている日本を対象とした制度間不
均一研究のレビューを行う。第３節では，日本に
おける制度間不均一研究の特徴をまとめた上で，
その問題点と今後の方向性を議論する。

第１節　選挙制度と政党システム研究

　本節では，デュヴェルジェの法則から選挙制度
不均一研究までの議論を簡単に紹介する。第１項
では，選挙制度と政党システムの関係を考える上
で基礎となるデュヴェルジェの法則および法則を
一般化させた M＋１ルールを紹介する。第２項
では，選挙制度不均一概念の定義を行った後に，
後にレビューする日本以外を対象とした制度間不
均一を扱った先行研究を概観する。

第１項　  「デュヴェルジェの法則」から「M＋１
ルール」まで

　デュヴェルジェの法則とは，Duverger（1954）
で提示された選挙制度と政党システムの関係に関
する以下の３つの命題のことである（Duverger 
1954：205）。第１に，比例代表制は，堅固で独立
的な安定した多党制を促す。第２に，２票制の多
数代表制は，柔軟で相互依存的かつ比較的安定し
た多党制を促す。第３に，１票制の単純多数代表
制（小選挙区制：SMDP）は，独立した主要な政
党間での政権交代可能な２大政党制を促す。本論
文では，記述および議論の便宜上，デュヴェル
ジェの各法則を上記の順番通りに第１法則，第２
法則，第３法則と呼ぶ。
　一般的には，比例代表制に関する第１法則と
SMDP に関する第３法則が取り出されて，「比例
代表制が多党制をもたらし，小選挙区制（SMDP）
が２大政党制をもたらす」という命題として知ら
れている。もっとも，法則と称されてはいるもの
の，デュヴェルジェ自身は第１法則と第２法則は
法則ではなく仮説と見なしていた（Riker 1982：
758）。これを受けて Riker（1982）は，第３法則
をデュヴェルジェの法則（Duverger’s law）と呼
ぶ傍ら，第１法則と第２法則はデュヴェルジェの
仮説（Duverger’s hypothesis）と呼び分けてい

る。デュヴェルジェ自身も，後の論文で法則と仮
説の相違を強調している（Duverger 1986：69）。
本論文では Sartori（1986）に倣って，デュヴェ
ルジェの法則は傾向法則（tendency law）であ
るという認識に立ち，こうした呼び分けは行わな
い。したがって，「法則」という語句は保ちなが
ら，それぞれを第１法則，第２法則，第３法則と
いう呼称で統一する。
　デュヴェルジェの法則が成立するメカニズムは
何か。第１法則と第３法則が成立するメカニズム
として，デュヴェルジェは機械的要因（mechani-
cal factor）と心理的要因（psychological factor）
を挙げている（Duverger 1954：224）。機械的要
因とは，選挙制度の議席換算方式それ自体が持
つ，第３政党以下を過小代表する機能を指す。す
なわち，第３党以下の議席率は得票率よりも低く
なる，ということである。例えば SMDP は，３
乗比の法則あるいは３乗法則として知られている
ように，第１党を過剰代表し，それ以外を過小代
表する傾向がある。３乗比の法則とは，SMDP
下で政党が獲得する議席数は両党の得票率の３乗
に比例するという法則であり，Kendall and 
Stuart（1950）によって実証された。こうした制
度では，機械的要因の作用は強い。
　もう１つのメカニズムである心理的要因とは，
機械的要因として表われる選挙制度の特徴が，有
権者や政党，政治家に第３党以下を見捨てさせる
作用である。有権者の視点からは，SMDP のよ
うに小政党の当選が困難な選挙制度の下では，自
分が第３党以下に投票してもその票は死票になる
と分かっている。合理的な有権者が選挙結果に影
響を与えない死票を嫌うとすれば，自分の一票が
死票にならないように投票するであろう。した
がって，SMDP 下で選挙に勝つ見込みのある第
１党と第２党のうち，次善の政党に投票すること
になる。このようにして，第３党以下の政党に投
票したいと思った有権者は，その政党に投票（誠
実投票：sincere voting）するのではなく，次善
の政党へと投票（戦略投票：strategic voting）
するのである。政治家の視点からしても，選挙制
度の特徴から自身が過小代表され，有権者が戦略
投票すると分かっていれば，第３党以下を見捨て
る判断をする。当選見込みのない第３党以下の政
党から出馬するのではなく，当選見込みのある第
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１党か第２党からの出馬が，当選に向けては合理
的な行動となるからである。
　以上の２つの要因により，SMDP の下では有
権者も候補者も第３党以下を見捨てるため，第１
党と第２党に候補者と得票が集中する。SMDP
の第３党以下を過小代表する機能が基となり，
SMDP が２大政党制をもたらすという第３法則
が導かれるのである。逆に，第３党以下の過小代
表の度合いが低い比例代表制では，前述の機械的
要因と心理的要因は相対的に働きが弱くなること
になる。特に心理的要因に関しては，有権者も候
補者も第３党以下を当選見込みがないからといっ
て見捨てる動機が弱くなる。それゆえ，ここから
比例代表制が多党制をもたらすという第１法則が
導かれるのである。
　ただし，こうした法則群とメカニズムはデュ
ヴェルジェが初の発見者ではない。Riker（1982）
によれば，1869年のドループ（Henry Richmond 
Droop）２の記述が，第３法則の初出だとされてい
る。そのほかにも，ライカーが紹介しているよう
に，第３法則に関しては Friedrich（1937）や
Schattschneider（1942）が，デュヴェルジェと
類似した法則とメカニズムを提示している
（Riker 1982：757-758）。例えばシャットシュナ
イダーは，小政党を過小代表する SMDP の機械
的要因の存在を示唆していた（Schattschneider 
1942：75）。また，Mill（1865）や Bagehot（1867）
においても，SMDP と２大政党制との親和性は
明確に意識されており，早くから第３法則の存在
は示唆されていた。
　これら Duverger（1954）以前の発見を踏まえ
た上でのデュヴェルジェの業績を，ライカーは以
下の２点にまとめている（Riker 1982：758）。１
点目は，混同されていた法則（第３法則）と仮説
（第１法則）の間の相違を明確にした点である。
２点目は，デュヴェルジェの法則を裏付ける多く
の歴史的な証拠を提示した点である。ライカーの
見解を踏まえると，デュヴェルジェの法則は，選
挙制度と政党システムの関係を，メカニズムも含
めてはじめて体系的に提示し実証したものと言え
るであろう。
　デュヴェルジェの法則には，因果関係の妥当性
や適用レベルの問題など，多くの批判が提示され
てきた３。しかし一方では，方法論の発展に伴っ

てデュヴェルジェの法則の妥当性が実証されてき
た。デュヴェルジェ自身による実証は，主に歴史
的な根拠に依っており，分析の対象となる国も限
られていた。統計分析手法や新たな指標の開発に
伴い，原典では必ずしも十分ではなかったデュ
ヴェルジェの法則の実証研究が進展した。
　初期の実証研究である Grumm（1958）は，イ
ギリスやベルギーのデータを用いて，機械的要因
の存在を得票率と議席率の比較から示した。Rae
（1967）は，より広範な国家のデータを扱い，
SMDP を採用する多くの国で２大政党制が成立
していることを確認し，デュヴェルジェの法則に
実証的な裏付けを与えた。同時に，程度の差はあ
れ，全ての選挙制度は大政党を過剰代表している
ことを明らかにした。さらにその後，Laakso 
and Taagepera（1979）が有効政党数４の指標を
開発すると，選挙制度が有効政党数に与える影響
がさらに盛んに研究されるようになった。
　デュヴェルジェの法則の実証研究の蓄積の傍
ら，法則をより一般化した「M＋１ルール」が発
見された。Reed（1990）は，日本の中選挙区制
下の選挙データから，各選挙区の競争的な候補者
数（有効候補者数）が M（District Magnitude：
選挙区定数）＋１人になることを明らかにした。
すなわち，選挙区定数 M が２である場合，３（２
＋１）人が競争的な候補者数となる。この法則が，
M＋１ルールである。M＋１ルールからすると，
デュヴェルジェの第３法則は M＝１である場合
に有効候補者数が２になるというケースに他なら
ない。第３法則では M＝１の特殊ケースが扱わ
れていたが，M＋１ルールはあらゆる選挙区定数
に応用可能である。M＋１ルールは選挙区定数の
重要性５を示唆すると同時に，選挙区レベルにお
いてデュヴェルジェの法則の一般化に成功した。
　M＋１ルールはその後，Cox（1994）が数理モ
デルを用いて証明し，Cox（1997）でさらなる理
論，実証の発展と一般化がなされた。特に Cox
（1997）では相対多数制以外の制度，例えば定数
が小さい比例代表制６でも M＋１ルールが適用可
能であることが示され，M＋１ルールの適用範囲
はさらに拡大した７。デュヴェルジェの法則に始
まった選挙制度と政党システムの実証分析は，
1990年代に確立した M＋１ルールで一応の結実
をみたと言っても過言ではないだろう。
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第２項　制度間不均一と政党システム
　前項では選挙制度と政党システムの研究を概観
してきたが，第１節で指摘したようにデュヴェル
ジェの法則も M＋１ルールも制度間不均一は分
析の射程外である８。選挙制度不均一とは，１国
内に複数の選挙制度が併存する状態を指し，下位
分類として制度内不均一と制度間不均一の２つが
考えられる（小川 2017）。
　まず，制度内不均一とは，１つの選挙制度とし
て扱われる制度枠組みの中に複数の選挙制度が混
在している状態である。制度内不均一の第１のパ
ターンは，混合型選挙制度による不均一である。
この制度では，多数代表制と比例代表制という２
種類の選挙制度が，混合型という１つの制度枠組
みのもとで併用されている。制度内不均一の第２
のパターンは，選挙区ごとに制度に差異がみられ
る選挙区間の不均一である。後に紹介する制度間
不均一と異なり，制度内不均一に関しては多くの
研究の蓄積がみられる。
　例えば混合型による制度内不均一については，
並立制における連動効果あるいは汚染効果（con-
tamination effect）と呼ばれる視点から分析されて
きた（水崎・森 1998，Ferrara, Herron and Nishi-
kawa 2005, Cox and Schoppa 2002など）。並立制
を構成する２つの選挙制度は，議席換算のルール
としては完全に独立している。しかし，一方の構
成要素である選挙制度がもう一方の選挙制度下の
政党間競争に影響を与える可能性は考えられる。
こうした並立制を構成する制度間で生じる効果
を，連動効果あるいは汚染効果と呼ぶ。
　また，選挙区間の不均一に関しても，選挙区レ
ベルでのデュヴェルジェの法則や M＋１ルール
の実証研究の中でその影響が分析されてきた。特
に Reed（1990）や Cox（1997）による M＋１ルー
ルの実証は，選挙区間で定数不均一が生じている
日本の旧中選挙区制の観察を基に行われてきた。
M＋１ルールに従えば，選挙区定数が異なれば競
争的な候補者の数も異なり，選挙競争の様相も異
なってくる。選挙区間の定数不均一が選挙区ごと
に異なる政党間競争をもたらしていることは，M
＋１ルールの実証研究の中で示されてきたのであ
る。確かにリードやコックスの研究は，制度内不
均一のフレームワークで行われたわけではない
が，選挙区間の不均一が選挙区間の政党競争パ

ターンの違いを生み出すことを明らかにしてい
る。以上のように，制度内不均一に関しては既に
相当数の研究事例があるため，本論文での紹介は
割愛する。
　一方で，制度間不均一に関する研究の蓄積は相
対的に見て希薄である。制度間不均一とは，選挙
ごとに選挙制度が異なっている状態である。制度
間不均一は議会選挙同士の間に観察することも，
議会選挙と執政府の選挙との間に観察することも
できる。また，制度間不均一には注目する選挙レ
ベルによって，同一レベル内での不均一と異なる
レベル間での不均一の２つの可能性が考えられ
る。同一レベルでの不均一は，例えば国政の第１
院と第２院の選挙制度が異なっているときに発生
する。一方，異なるレベル間での不均一は，国政
レベルの選挙制度と地方レベルの選挙制度が異
なっている場合に発生する。
　制度間不均一研究には，複数の選挙を視点に収
めて，選挙や政党および政党システムを捉える枠
組みが必要となる。従来の研究でも，分析対象の
選挙制度の不均一性を必ずしも問わないまでも，
複数の選挙間の関係性を分析した研究には相当の
蓄積がある。本論文では，そうした複数の選挙間
の関係に着目する研究を，マルチプル選挙研究と
呼ぶことにする。そこで制度間不均一研究の紹介
に先んじて，制度間不均一研究への架け橋として
マルチプル選挙研究を簡単に紹介する。その上
で，第３節で扱う日本以外を対象とした制度間不
均一の研究例を紹介する。
　まず，大統領選挙と議会選挙との関連では，
コートテール効果の存在が言及されてきた。
Golder（2006）によれば，大統領選挙はその重要
性から選挙キャンペーンやメディア報道の中心と
なる。議会選挙の候補者たちは，組織的，金銭的，
そしてメディア露出のアドバンテージを受けるた
めに，自党の大統領選候補者に歩調を合わせて選
挙キャンペーンを組織する。有権者の側では，大
統領選のキャンペーンにより注意を払い，議会選
挙での投票先を決めるためのショートカットとし
て大統領選候補者の政党を利用する。したがっ
て，大統領選と議会選の日程が近く両選挙のリン
クが強いほど，議会選では大統領選で競争的でな
い政党は不利を被り，議会選での有効政党数は減
少すると考えられる。この政党削減効果を，コー
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トテール効果（coattails effect）と呼ぶ。
　コートテール効果は，多くの研究が実証的にそ
の存在を明らかにしてきた（Shugart and Carey 
1992，Amorim Neto and Cox 1997，Cox 1997）。
Golder（2006）は，さらにコートテール効果を詳
細に検討し，コートテール効果は大統領選におけ
る有効候補者数が増えるにつれて弱まること，大
統領選における有効候補者数の増加は，大統領選
と議会選が近接していないときでも議会選におけ
る有効政党数を増加させることも実証している。
また，Hichen and Stoll（2013）では，大統領権
限の強さによって，大統領選挙が政党システムに
与える影響に違いがあることが示されている。
　コートテール効果は，同一レベルの組み合わせ
に限らず，地方の首長選挙と国会議員選挙の間で
も生じる。Jones（1997）はアルゼンチンの分析
から，州知事選挙と下院選が同時に行われた場
合，下院選の有効政党制が減少することを明らか
にしている。州知事選による同様のコートテール
効果は，ブラジルでも確認されている（Samuels 
2000）。いずれの研究においても，国政レベルの
政党システムに対して，地方レベルの首長選挙が
影響を与える一方，直観的には影響力のありそう
な国政レベルの大統領選の影響は確認されなかっ
た点は興味深い。このように，それらが同一レベ
ルであれ異なるレベルであれ，執政府の選挙が議
会選挙における政党システムに無視できない影響
を与えていることが明らかにされてきた。
　議会選挙同士の関連については，Jeffery and 
Hough（2003）が地方選挙と国政選挙の政党シス
テムの連関性を明らかにしている。この研究によ
ると，地域的な亀裂が存在しない場合には，地方
選挙と国政選挙の結果は似たものとなる。しか
し，地域的な亀裂が存在する場合は，地方選挙と
国政選挙においてそれぞれ異なるロジックがはた
らき，両選挙の結果は類似しなくなる９。Park
（2003）も地方選挙と国政選挙の連関性に注目し，
韓国の分析から地方選挙における政党競争パター
ンが，国政選挙における政党システムに影響を与
えることを明らかにした。
　しかし，ここまで紹介してきたマルチプル選挙
研究は，選挙制度の組み合わせを扱ってはいない
ため，制度間不均一研究ではない。各選挙間の関
連は明らかにされていても，それらの選挙制度が

一致しているか否か，すなわち制度間不均一が生
じているか否かについては必ずしも検討されてい
ない。制度間不均一研究を行うためには，異なる
選挙で採用されている選挙制度の組み合わせに着
目する必要がある。以下では，制度の組み合わせ
に着目した制度間不均一研究をいくつか紹介す
る10。
　まず，執政府の選挙と議会選挙のペアに着目し
た研究としては，Evans（2010）によるイスラエ
ルの分析がある。エヴァンスは，地方における多
数代表制に基づく市長公選制導入が，比例代表制
を採用している地方選挙における国政政党の存在
感を低下させたことを明らかにした。イスラエル
では従来，市長は地方議会によって選出されてい
たが，市長を選挙民に対して応答的にさせると同
時に国政政党からの自律性を高めるべく，市長を
２回投票制（Two Round System：TRS）で直接
公選する選挙制度改革が行われた。制度間不均一
の視点からすれば，市長選（TRS）と地方議会選
（PR）の間に不均一が生じている状態が形成され
たことになる。
　エヴァンスによると，市長選と議会選で異なる
選挙制度が採用された結果，有権者は選挙ごとに
異なる投票行動を示すようになった。具体的に
は，市長選では候補者の資質に基づき投票し，議
会選では自身の所属するセクションの利益を最も
よく代表する政党に投票するようになった
（Evans 2010：401）。その結果，地方議会選挙で
は特定利益を代表する政党が台頭し，国政政党の
存在感は大きく低下した。実際，主要３都市
（Aviv，Jerusalem，Haifa）の2003年選挙の分析
からは，３都市の計93議席のうち，国政の主要２
政党（Likud および Labor）が獲得した議席はわ
ずか13に過ぎないことが明らかにされた。エヴァ
ンス自身は制度間不均一を中心的な関心としてい
ないが，エヴァンスの議論は執政府の長と議会選
挙間の制度間不均一に注目する重要性を示してい
ると言えるであろう。
　本論文が扱う議会選挙同士の制度間不均一に関
しては，Lago and Montero（2009）が国政選挙
と地方選挙という異なるレベルの制度間不均一を
分析している。ラゴらは，選挙制度不均一下での
選挙における調整問題（coordination problem）
に着目した。具体的には，国政選挙と地方選挙の
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選挙区定数が異なる場合，地方政党は国政選挙に
参入するか否かの調整問題に直面することを明ら
かにした。スペインの選挙データを用いた分析か
らは，国政選挙と地方選挙の選挙制度の許容性
（permissiveness）に差がある場合，地方政党が
単独での国政選挙への参入を見送る確率が高まる
ことが明らかにされた。
　また，上院選と下院選の選挙制度の差異に着目
したものとしては，Lago and Martinez（2007）
がある。この研究では，スペインの上院選と下院
選で選挙区定数が異なる選挙区が存在することに
着目して，上院選と下院選の制度間不均一の影響
を分析している。デュヴェルジェの法則の世界で
は，上院選と下院選ではそれぞれの選挙制度に対
応した政党システムが形成される。したがって，
両選挙に関連性はなく，各選挙は相互に独立して
いる。
　しかし，両院の選挙が同時に行われる場合，両
院の異なる選挙制度による連動効果（contamina-
tion effect）によって，両選挙の政党システムは
独立したものではなくなる（Lago and Martinez 
2007：384）。とりわけ，より多くの政党を許容し
うる議会選挙における政党システムは，より少数
の政党に得票や議席獲得が制限されるような議会
選挙における政党システムに影響を与えうる
（Lago and Martinez 2007：390）。スペインの選
挙結果のデータ分析からは，デュヴェルジェの法
則が示唆するような選挙制度の影響を完全に消し
去るほど強力ではないにせよ，両院の異なる選挙
制度による連動効果の存在が確認された。
　最後に選挙制度不均一の国際比較の視点から，
政党システムの全国均一化 （nationalization）に
着目した研究として西川（2007）がある。西川は
国と地方の選挙制度の一致性を問題にしているた
め，西川論文における「選挙制度不均一」とは本
論文の定義に従うと異なるレベルとの制度間不均
一を示していることになる。西川は，地方レベル
の選挙制度が与えるインセンティブが，国レベル
の選挙制度が与えるインセンティブに影響を与え
ることを指摘している。すなわち，国と地方の選
挙制度に不一致がある場合，地方選挙制度の影響
を受けて国レベルでのインセンティブが変容する
ということである。
　西川はインセンティブの変化を反映する従属変

数として，各政党の各選挙区における得票率の標
準偏差の平均を用いて，選挙制度不均一が政党シ
ステムの全国均一化に与える影響を分析した。
15ヶ国50国選挙のデータ分析からは，選挙制度が
均一な国では不均一な国と比べて標準偏差の値が
小さくなっていることが明らかになった。つま
り，選挙制度が不均一な国では，政党の得票の地
域的分散が拡大する。以上の分析結果から，西川
は国と地方の選挙制度の不一致（制度間不均一）
が，政党システムの全国均一化を阻んでいること
を明らかにしている。

第２節　日本における選挙制度不均一研究

　日本には１国内で制度間均一選挙区と不均一選
挙区が存在するため，両選挙区の比較から制度間
不均一の影響を分析できる。本節では，そうした
特徴を持つ日本を分析対象とした制度間不均一研
究のレビューを行う。第１項では，日本では制度
間不均一への問題意識や関心が高かったことを確
認した後，2007年に公刊された「選挙制度不均一
仮説」に基づく一連の研究をレビューする。第２
項では，「選挙制度不均一仮説」以降の研究動向
について紹介する。

第１項　「選挙制度不均一仮説」まで
　日本では，実証研究の展開に先駆けて制度間不
均一に関する問題提起が複数の研究によってなさ
れている。例えば河野（2002）は，制度間不均一
によって「政党が自らの政策を明確に打出し，そ
れに応じて有権者が特定の政党に帰属意識をもつ
ようになる，政党あるいは政党システムの健全な
発育」（河野 2002：149）が阻害されうることを
問題視している。より具体的な事例に則した問題
提起として，樋渡（2007）が２大政党制の確立を
意図して SMDP を衆議院議員選挙（以下，衆院
選）に導入したにも拘わらず，制度間不均一の存
在故に SMDP が意図した通りに機能していない
ことを指摘している。樋渡によれば，制度間不均
一により，意図したような「候補者数の減少的収
斂や候補者公約の政党別凝集，選挙区政党組織の
整備，有権者の政党本位投票，政党組織活動の全
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国化＝地方浸透がもたらされていない」（樋渡 
2007：３）という。この他に，加藤（2003）や谷
口（2004）も，日本における制度間不均一の存在
を指摘しており，制度間不均一に対する関心や問
題意識は決して低いものではなかった。
　しかし，制度間不均一への一定の関心と問題意
識の一方で，制度間不均一の実証研究はあまり蓄
積されてこなかった。その中，東京大学社会科学
研究所が2007年の『社会科学研究』において組ん
だ特集「選挙制度改革後の政党政治」の中で，「選
挙制度不均一仮説」が提示され同仮説に基づく実
証研究が発表された。「選挙制度不均一仮説」と
は，端的に言えば「小選挙区の導入により生じた
中央・地方の選挙制度の不均一が，政策対抗的２
大政党の助長を阻害」（樋渡 2007：11）するとい
うものである。
　この仮説が理論上重視しているのが，系列関係
である。系列関係とは，地方議員と国会議員の連
帯関係のことである。特に特集論文のうち，堀
内・名取（2007），堤・上神（2007）はこの系列
関係に基づく理論の構築や実証を行っている。以
下ではまず，この「選挙制度不均一仮説」に基づ
く研究として，堀内・名取（2007），堤・上神
（2007），前田（2007）の３つを紹介する。
　堀内・名取（2007）は，小選挙区制の導入によっ
て期待された２大政党制が成立していない要因と
して，衆院選と都道府県議会選の選挙区定数の不
均一を挙げている。言い換えれば，この論文では
都道府県議会選における SNTV が，衆院選にお
ける SMDP 下の選挙競争に与える影響を分析し
ている。堀内と名取が注目したのは，系列関係を
前提とした国と地方の候補者間関係である。ここ
で鍵となるのが，SMDP と SNTV が候補者の政
策位置に与える影響の違いである。SMDP は政
策位置が中央に収斂する求心的な誘因がはたらく
制度であるが（Downs 1957），SNTV は大選挙区
制ゆえに遠心的な誘因がはたらく制度である
（Cox 1997）。つまり，SMDP 下の衆院選候補者
は中位投票者の位置に近づこうとする一方で，
SNTV 下の地方議員は政策軸上に幅広く分散す
る。したがって，地方議員と SMDP 候補者の間
には政策不一致が生じる。そして，両者の政策位
置の差は，地方議会選の定数が増えるほど拡大す
ると考えられる（堀内・名取 2007：26）。

　両者の政策位置の差を踏まえると，政策軸上の
中心から離れている地方議員にとっては，自身と
の政策位置が異なる衆院選の候補者を支持した場
合に，自身が示した政策位置の信憑性が低くなる
と考えられる（堀内・名取 2007：26）。そして，
自身の政策位置の信憑性を損ねるような衆院選の
候補者との政策位置の差の拡大は，都道府県議会
選を戦う上で不利に働きうる。そこで，政策軸上
の中心から離れている地方議員には，自身と政策
位置が近い第３党以降の候補者を擁立する誘因が
生まれる。同時に，衆院選に臨む政党にとっても，
そうした地方議員に近い政策位置に候補者を擁立
する誘因が生まれる（堀内・名取 2007：27）。
　そこで堀内らは，「県議選の有効候補者数が多
いほど，衆院選における有効候補者数が多くな
る」（堀内・名取 2007：29）という仮説を導出し
た。1996年から2003年までの３度の衆院選データ
の分析からは，仮説通り衆院選の選挙区における
地方議会選挙の有効候補者数が多いほど衆院選の
有効候補者数が多くなることが明らかになった。
堀内らの研究は，衆院選と都道府県議会選の間に
見られる制度間不均一の存在により，衆院選
SMDP における２大候補者への収斂（デュヴェ
ルジェ均衡）が起きていないことを明らかにして
いる。
　堤・上神（2007）は，より政策位置に焦点を当
てて制度間不均一の効果を分析している。堤と上
神も系列関係を前提として，政策位置に衆院選と
都道府県議会選の選挙制度の違い（制度間不均
一）が与える影響を明らかにした。この分析の理
論モデルとなっているのが上神・清水（2007）で
ある11。上神と清水のモデルによれば，衆院選
SMDP 候補者が系列議員に集票を依存度してい
るほど，候補者の政策位置は系列議員の選好に拘
束されて中位投票者から離れる。同時に，都道府
県議会選で競合する候補者に占める系列議員の割
合が低くなるほど，後援組織の政策選好は中位投
票者から乖離して，衆院選の SMDP 候補者の政
策位置も中位投票者の位置から離れていく。
　堤と上神は，2003年衆院選候補者の選挙公報の
内容分析を行い，まず２大政党である自民党と民
主党の党内における政策位置の凝集性が低く，両
党の政策的な差別化がなされていないことを明ら
かにした。次に，自民党候補者の政策位置に分析
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からは，概ね上神・清水（2007）の理論モデル通
りの結果を得ている。堤と上神の分析は，制度間
不均一が生じているために「地方議会選挙におけ
る競合のあり方に応じて，衆院選・小選挙区おけ
る政策対立は全国均一のものとならない」（堤・
上神 2007：46）ことを示している。
　制度間不均一が SMDP 下の政党間競争や政策
位置に与える影響を分析したこれらの研究に対し
て，前田（2007）は有権者への影響を分析してい
る。前田は，衆院選の有権者の投票判断基準に対
して，都道府県議会議員選の選挙区定数が影響し
ていることを示した。したがって，前田の研究も
衆院選と都道府県議会選の制度間不均一に着目し
ている。前田が理論上注目した点は，ある制度下
での行動が他の制度下での態度や行動にも影響し
うる点である。
　そこで前田は，「地方選挙と国政選挙での競争
パターンが異なることで，（中略），反実仮想とし
て選挙制度が一致している場合と比べると，人々
が政治的判断を下す際の政党さらに政策の重要性
が低下する」（前田 2007：69）という作業仮説を
立て，1996年の衆院選世論調査データ（JES Ⅱ）
を用いて分析を行った。分析からは，仮説通り都
道府県議会議員選挙の選挙区定数が大きくなるほ
ど，有権者の政党志向投票を減少させて「一概に
言えない」志向を増加させることが明らかにされ
た。前田の分析は，集計レベルの理論と実証を
扱っているその他の論文とは一線を画するもので
あり，制度間不均一の影響が有権者レベルでも確
認できることを示唆している。

第２項　「選挙制度不均一仮説」以降
　これらの「選挙制度不均一仮説」による研究群
以降では，政党組織や選挙戦略に着目した研究が
行われるようになった。建林（2012）は，「マル
チレベルの政治制度ミックス」という概念を用い
て，国政レベルの政党システム，都道府県レベル
の選挙制度及び執政制度を視野に収めた分析を
行っている。建林は「日本における異なるレベル
の選挙制度と執政制度のミックスが，地方政府レ
ベルの政治家にとって，国政レベルの政党組織に
積極的に所属し，その規律に服そうとするインセ
ンティブを弱める」（建林 2012：71）という仮説
を提示した。

　都道府県議会議員へのサーベイ調査の分析から
は，具体的には次の２点が明らかにされた。第１
に，選挙区定数が大きくなるほど，都道府県議会
議員の所属政党へ依存度は低くなる。第２に，都
道府県議会選の小選挙区では，国政政党のラベル
ではなく知事派か否かが選挙戦で有効なラベルと
なりうるために，小選挙区選出の都道府県議会議
員の国政政党ラベルへの依存度は低くなる（建林 
2012：72）。以上の知見から，建林は「日本のマ
ルチレベル制度に，国政政党ラベルの効率的な機
能を妨げるような，何らかのミスマッチが存在し
ている」（建林 2012：89）と結論づけている。建
林は選挙制度に留まらない「マルチレベルの政治
制度ミックス」を扱っているが，制度間不均一の
存在が，都道府県議会議員にとっての国政政党の
重要度および国政政党からの自律性に影響を与え
ることを示す研究であると言える。
　砂原（2017）は，SMDP の導入により期待さ
れた２党制の制度化を阻む要因の１つとして，地
方選挙における SNTV の存在を挙げている12。砂
原によれば，地方選挙における SNTV の存在に
よって，大きな困難に直面するのは民主党であ
る。自民党に対抗するために，民主党は利益誘導
的プログラムではなく，普遍的プログラムを志向
する。しかしながら，地方選挙における選挙区定
数が大きな選挙区では，様々な政党や候補者の参
入が容易であり，有権者の個別的利害に対応する
必要性から，普遍的プログラムによって地方選挙
での支持を拡大することは困難である。一方で，
支持を拡大するために個別的利益を尊重すれば，
普遍的プログラムによる党内の統合は困難となる
というジレンマを民主党は抱えることになる（砂
原 2017：27-28，170-171）。
　候補者擁立に関するデータ分析（砂原 2017：
第４章）からも，民主党が地方選挙の SNTV に
おいて困難に直面していることが伺える。民主党
は社会党とは異なり，地方１人区においても積極
的な候補者の擁立を行っている。しかし，本来民
主党が広い支持を獲得しうると期待される都市部
の選挙区定数が大きい選挙区では，十分な候補者
擁立が行えていない。砂原によれば，その原因は
「規模の大きい選挙区には，より多様な政治勢力
の参入が許容されること」（砂原 2017：88）であ
る。制度間不均一の視点から砂原の研究を見るな
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らば，衆院選と地方議会選挙の制度間不均一に
よって民主党が様々な困難に直面するために，自
民党と民主党による２党制の制度化が進まなかっ
たといえるであろう。
　ここまで紹介した研究では，主として衆院選と
都道府県議会選の制度間不均一に焦点が当てられ
てきたが，名取（2013，2016）は衆院選と参議院
議員選挙（以下，参院選）の制度間不均一にも焦
点を当てた分析を行っている。まず名取（2013）
では，制度間不均一が自民党と民主党の得票構造
に与える影響を明らかにした。名取によれば，参
院選と都道府県議会選の定数が大きい場合，それ
らの選挙では小政党や無所属候補に票が流れ有権
者の票は分散して集約すべき票数は増加する。そ
の結果，衆院選に候補者を擁立する大政党は，政
党地方組織を拡大および強化することが難しくな
る。
　特に民主党の場合は，並立制導入以前から存在
していて強固な地方組織をもつ自民党に比べて，
政党組織が弱い。それゆえ，分散している票の集
約の成否は不安定になり，民主党の衆院選におけ
る得票構造は不安定になる。衆院選データを用い
た分析からは，参院選と都道府県議会選の選挙区
定数が大きいほど，民主党の得票構造が不安定に
なっていることが明らかになった。名取は「安定
的に選挙を戦うためには，安定した地方組織が必
要」とした上で，制度間不均一が「そうした組織
の拡大・強化を阻害」していることを示唆してい
る（名取 2013：76）。
　次に，名取（2016）では，中選挙区制が採用さ
れていた時期の衆院選と参院選間の不均一を検討
し，それが参院選における自民党と社会党の得票
に与える影響を分析している。市町村レベルの選
挙結果データの分析からは，衆院選における多党
化が，両党の参院選選挙区の得票にはプラスに働
く傍ら，参院選全国区と比例区の得票にはマイナ
スに働くことが明らかにされた（名取 2016：
26）。名取（2013）では，制度間不均一が並立制
導入後の不安定な政党システムに影響を与えてい
ることが示されていたが，名取（2016）では制度
間不均一が55年体制下の政党システムを不安定化
させていたことが明らかにされた。
　最後に，選挙制度不均一と政党システムおよび
政党組織の関係を包括的に検討した研究として上

神（2013）を紹介する。上神はまず，従来は明確
な概念化がなされていなかった「選挙制度不均
一」について，「垂直的な不均一性」と「水平的
な不均一性」という２つの概念を提示した。「垂
直的な不均一性」とは，異なる選挙レベルの選挙
制度間で生じる。具体的には，選挙区定数の視点
からは衆院選 SMDP と地方議会選 SNTV，地理
的範囲の視点からは議会選と自民党総裁選の間に
不均一が生じている。「水平的な不均一性」とは，
衆院選と参院選の間の不均一など，本論文でいう
同一レベルでの不均一に関わるものである。
　上神はこのうち「垂直的な不均一性」に着目し
て，それがアクターにそれぞれ異なる影響を与え
ていると主張している。こうした「垂直的な不均
一性」は，国会議員と地方議員，総裁と国会議員
の選好を異なるものとする。上神は事例研究や選
挙公約の分析から，「垂直的な不均一性」が主と
して自民党の政党組織の強化と政策的凝集を妨げ
ていることを明らかにした。上神の研究は，選挙
制度不均一の概念の整理を初めて行ったと同時
に，選挙区範囲の不均一にまで観察範囲を拡大し
て政党組織への影響を詳細に分析した点で，選挙
制度不均一の重要な先行研究であると言えよう。

第３節　  日本における制度間不均一研究の
特徴と今後の方向性

　本節では，前節で概観した日本における制度間
不均一研究について検討し，今後の研究の発展可
能性及び方向性を議論する。第１項では，日本の
制度間不均一研究の特徴を考察する。第２項で
は，日本の制度間不均一研究の問題点について議
論する。第３項では，第１項および第２項での議
論を踏まえて，今後の制度間不均一研究の発展可
能性及び方向性を議論する。

第１項　日本における制度間不均一研究の特徴
　第２節で紹介した日本の制度間不均一研究の特
徴は，次の３点にあると考えられる。第１に，理
論枠組みにおける特徴として，国会議員と地方議
員の系列関係を重視している点が挙げられる。特
に「選挙制度不均一仮説」による一連の研究の理
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論モデルは，衆院議員（候補者）と地方議員（特
に都道府県議会議員）の系列関係を前提としてい
る。堀内・名取（2007）においても堤・上神（2007）
においても，制度間不均一が政党システムに影響
を与える際に重要な役割を果たしているのは系列
関係である。また，「選挙制度不均一仮説」以降
の研究でも，建林（2012）や上神（2013），砂原
（2017）などは国会議員と地方議員の関係性に着
目した議論を展開している。
　第２に，第１の特徴と関連するが，衆院選と地
方議会選（主に都道府県議会選）の制度間不均一
に着目した研究が多い点が挙げられる。とりわけ
「選挙制度不均一仮説」による研究（堀内・名取 
2007，堤・上神 2007，前田 2007）および砂原
（2017）では，衆院選への SMDP の導入が２大政
党制をもたらさなかった原因として，衆院選と地
方議会選の制度間不均一を挙げている。したがっ
て，各研究の中心的な主張及び研究関心からし
て，衆院選と地方議会選の制度間不均一に着目す
る傾向が強くなると考えられる。一方で，参院選
との間に生じている制度間不均一への関心は低
く，本論文で紹介した研究では名取（2013，
2016）による実証分析が存在する程度である。
　第３に，政党や政治家の視点から制度間不均一
を議論する研究が多い点が挙げられる。日本の制
度間不均一研究では，複数の選挙制度に直面する
政党や，それぞれの選挙制度の影響を受けて行動
する政治家の行動を議論する傾向が強い。それゆ
え，制度間不均一下の政党や政治家のインセン
ティブを扱う傾向にある。同時に，分析に用いら
れるデータも政党や政治家の行動の帰結が現われ
る選挙結果データや，議員調査データが主とな
る。日本の制度間不均一研究において，制度間不
均一が有権者に与える影響を議論し，世論調査
データを用いて有権者レベルの観察から分析を
行った研究は前田（2007）を数えるのみである。
したがって，日本の制度間不均一研究は政党や政
治家の視点から理論化される傾向が相当に強いと
言えるであろう13。

第２項　日本における制度間不均一研究の問題点
　第３節で見たように，日本の制度間不均一研究
には相応の蓄積があり，様々な知見が得られ始め
ている。特に多くの研究が関心を払っている衆院

選と地方議会選との制度間不均一や，制度間不均
一下の政党や政治家のインセンティブについては
既に多くの知見が得られていると言えよう。しか
し，日本の制度間不均一の実証研究は「選挙制度
不均一仮説」が発表された2007年以降に本格化し
たのであり，制度間不均一自体は比較的新しい研
究テーマである。したがって，日本の制度間不均
一には未だ議論されていない点など，いくつかの
問題点が残されている。そこで本項では，先行研
究の問題点を大きく分けて４点提示する。
　第１の問題点は，選挙制度不均一14概念の非体
系性である。選挙制度不均一に着目した研究は，
それぞれが任意の選挙制度のずれに着目してい
る。それゆえ，それぞれ異なる現象を選挙制度不
均一と見なしており，着眼点は様々である。選挙
制度不均一を分析するには，どのような現象が選
挙制度不均一として定義できるかを整理する必要
がある。そのためには，選挙制度がどのような形
で不均一になりうるのかを明確にしておく必要が
ある。各研究が異なる選挙制度不均一を想定して
いては，問題の所在が不明確になり，各研究の成
果や含意を位置づけることが困難になる。同時
に，理論的にも実証的にも体系化された知見が蓄
積されなくなるおそれがある。したがって，選挙
制度不均一とは何を指していて，どのようなパ
ターンがあり得るのかを明確にする必要がある。
　第２の問題点は，制度間不均一研究における実
証に関わる問題点として，不均一状態と均一状態
を比較していない点である。この点は，不均一状
態が，均一状態と比べてどのような違いをもたら
すかを明らかに出来ない点で問題である。特に制
度間不均一を，選挙区定数やその差分などの連続
変数として操作化すると，不均一状態と均一状態
の差を知ることは困難になる。したがって，西川
（2007）のように不均一と均一の２つのカテゴ
リーに分けて，その差を分析する必要がある。そ
のためには，第１の問題点として挙げたように，
選挙制度不均一概念を明確にしておくことが必要
となる。
　第３の問題点は，有権者の視点を欠いている点
である。前述の通り，有権者への影響を分析した
制度間不均一研究は前田（2007）のみである。第
１項で議論したように，多くの研究は制度間不均
一により異なる選挙制度に接し，異なる誘因を与
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えられる政党や政治家の行動を理論化している。
しかし，理論的には，有権者も政党や政治家と同
じく異なる選挙制度に接し，異なる誘因を与えら
れている。
　デュヴェルジェの法則において，有権者の戦略
投票が理論上重要な位置を占めていたことから明
らかなように，選挙制度と政党システムの関係を
考える上で，有権者の視点を欠くことはできな
い。有権者は政党システムを形成する重要なアク
ターである。とりわけ，最も基本的かつ重要な政
党システムと有権者の関わりとして「有権者が特
定の政党に帰属意識をもつようになる，政党ある
いは政党システムの健全な発育」（河野 2002：
149）という視点を重視するならば，有権者に対
する制度間不均一の効果を見落とすことは出来な
いであろう。したがって，政党および政治家の視
点から理論化と実証を行うだけでなく，有権者の
視点からも理論化を行い，個人レベルデータを活
用した実証を試みる必要がある。
　第４の問題点は，国会議員と地方議員の系列関
係を強調している点である。これは，以下の３つ
の点で問題である。１点目として，日本型の系列
関係を前提に置くと，日本における制度間不均一
の影響はその系列関係に裏付けされたものとなっ
てしまう。特に並立制導入後の文脈で，SMDP
下の衆院議員と SNTV 下の地方議会議員という
構図で制度間不均一を捉えると，日本の事例に特
化した制度間不均一の分析となってしまう可能性
がある。日本政治分析としては，それでも差し障
りはない。しかし，選挙制度不均一を日本固有の
現象ではなく，より一般的な現象として捉えるな
らば，より一般的な分析枠組みのもとで研究を行
う必要がある。
　２点目として，衆院議員と地方議員の系列関係
を強調すると上院の影響の軽視に繋がりかねな
い。特に日本の実証分析では，名取（2013，
2016）が参院選の影響を考慮に入れている他は，
参院選の影響への関心は薄い。これは日本の制度
間不均一研究が，衆院議員と地方議員の系列関係
を前提として，異なるレベルの不均一に焦点を当
てているためだと考えられる。制度間不均一は，
上院と下院という同一レベルの議会選挙の組み合
わせでも発生するのであって，それを見落とすこ
とには大きな問題があるだろう。

　３点目として，系列関係の強調は，第３の問題
点で挙げた有権者の視点を欠落させやすくする。
系列関係は，異なるレベルの議員同士の関係であ
る。地方議員の視点からすれば，国政選挙の候補
者を支持するか否かが問題となる。国会議員の視
点からすれば，どれだけ選挙戦に地方議員やその
支持者を動員できるかが重要となる。これらは系
列関係の一側面に過ぎないかもしれないが，いず
れも選挙戦に望む政党あるいは候補者に関わる問
題である。したがって，系列関係を軸とした理論
を構築した場合，それは政党や候補者の論理を強
調し，結果として有権者の視点は欠落しやすくな
る。

第３項　今後の方向性
　本項では，今後の制度間不均一研究の方向性に
ついて議論する。日本の制度間不均一研究の方向
性として重要な点は，制度間不均一の分析に適し
ていると考えられる日本の特徴を活用した上で，
制度間不均一が世界的にも一般的な現象であると
いう理解から，いかに国際比較が可能な分析枠組
みを構築するかという点である。以下ではこの点
に関して，前項で挙げた問題点も踏まえた上で概
念，理論，実証の３つの面から今後の方向性を検
討する。
　第１に，概念面では選挙制度不均一概念の定義
を明確にし，どのような形で不均一が生じうるの
かという実態を明らかにする必要がある。例えば
上神（2013）にように，「水平的な不均一性」と
「垂直的な不均一性」に整理することも，本論文
のように「制度内不均一」と「制度間不均一」に
整理することもできる。日本を事例にした場合に
は，第３節で紹介した先行研究のように衆院選の
SMDP とそれ以外の議会選での SNTV を対比さ
せることになる。しかし，世界に存在する制度間
不均一は常に SMDP と SNTV の差として観察さ
れるわけではない。どのような定義を行うにせ
よ，世界の不均一事例も包摂できるような選挙制
度不均一概念の定義を行い，その中に日本を事例
とした研究を位置づけることが必要であろう。
　第２に，理論面では以下の２つの方向性が考え
られる。１点目として，制度間不均一の下で，異
なる制度的インセンティブに直面する政治的アク
ターの視点により重点を置いて分析を行う方向性
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が考えられる。日本以外の制度間不均一を扱う研
究（Lago and Montero 2009，Lago and Martinez 
2007，西川 2007）では，制度間不均一の下で政
治的アクターが異なる制度的インセンティブに直
面することに着目した分析を行っている。制度的
インセンティブに着目することで，必ずしも日本
の文脈や前提としての系列関係に依存しない分析
枠組みが構築でき，日本の分析から得られた知見
を国際比較研究へと発展させる可能性がより拓か
れるであろう。また，政党や政治家だけでなく有
権者も分析の射程に収めやすくなり，日本の分析
としても衆院選と地方議会選に限定されない分析
を行うこともできる。
　２点目として，有権者の視点を取り入れた理論
の構築と，実証分析を進める方向性が考えられ
る。前述の通り，政党システムを形成するアク
ターとして有権者は欠かせない存在である。有権
者の政党認知や政党支持，投票行動など，有権者
と政党システムを関連づけるような様々な側面に
対して，制度間不均一はどのような影響を与えて
いるのか。こうしたテーマを個人レベルの世論調
査データなどを活用した分析を通して研究してい
くことで，制度間不均一と政党システムの関係を
より多角的に理解できるようになると考えられる。
　第３に，実証面においては，制度間不均一選挙
区と均一選挙区を比較する分析デザインを採用す
る試みが考えられる。日本の選挙制度不均一の特
徴は，制度間不均一と制度内不均一の両方が発生
しており，制度内不均一が生じている選挙制度の
中で一部分が別のレベルの選挙制度と一致してい
る点である（小川 2017）。こうした特徴ゆえに，
日本を対象とした分析では均一選挙区と不均一選
挙区の比較が可能である。日本を分析対象とする
強みの１つは，均一選挙区と不均一選挙区の比較
から不均一の影響を分析できる点であり，この点
において日本の分析を通して制度間不均一研究に
貢献しうる余地が大いにあるものと考えられる。

おわりに

　本論文では，選挙制度と政党システム研究につ
いて，その理論的な起点とも言える「デュヴェル

ジェの法則」から，近年注目され始めた選挙制度
不均一，特に制度間不均一と政党システムの関係
を分析した研究までのレビューを行った（第１
節）。特に本論文では，制度間不均一を分析する
上での利点を持つと考えられる日本を対象とし
た，制度間不均一研究を重点的に紹介した（第２
節）。その上で，日本の制度間不均一研究の特徴
と問題点を考察し，今後の方向性について議論し
た（第３節）。
　日本を対象とした制度間不均一研究は，制度間
不均一の様々な影響を均一選挙区と不均一選挙区
の比較から明らかにできる可能性を有している。
国際比較分析に応用できるような分析の枠組みを
日本の分析を通して構築することで，制度間不均
一研究の発展に大きく貢献できると考えられる。
そのための研究の方向性の一例を，本論文では概
念，理論，実証それぞれの側面について検討した。
　また，選挙制度が政治過程の様々な側面に影響
を与えることは既に広く知られている。したがっ
て，そうした選挙制度が政治過程に与える影響の
議論に，制度間不均一の視点を導入して新たな知
見を獲得することも可能である。本論文では，選
挙制度の影響が最も盛んに議論されてきたと考え
られる政党システムに焦点を絞ったが，制度間不
均一と様々な政治過程の関係性を議論することも
十分可能である。
　選挙制度不均一あるいは制度間不均一は，様々
な国や対象に適用範囲を拡大できる概念である。
同時に，日本は制度間不均一分析に適したケース
である。以上のことから，国際比較やさらなる分
析範囲の拡大に耐えうるような分析枠組みが日本
の分析を通して形成され，制度間不均一による政
治分析の道を拓かれることが期待される。

注
１　日本語論文における「選挙制度不均一」という表記は，

本論文でいう「制度間不均一」と同義である。本論文で
は第１節第２項で述べるように，選挙制度不均一には「制
度内不均一」と「制度間不均一」の２類型が存在すると
いう立場を取る。そのため，本論文では選挙ごとの制度
の不一致は「制度間不均一」として表現し，「選挙制度
不均一」と表記した場合には「制度内不均一」と「制度
間不均一」の双方を含むものとする。
２　比例代表制の最大剰余法の１つである，「ドループ式」
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の開発者として知られる，イギリスの数学者。
３　デュヴェルジェの法則に対する初期の批判的検討とし

ては，Leys（1959）や Wildavsky（1959）を参照。
４　有効政党数（Effective Number of Parties）とは，各

党の得票率の２乗の総和の逆数として計算される。算出
された数をもとに，「M 党制」と直観的に政党間の勢力
関係を把握できる点が強みである。LT 指標とも呼ばれ
る。その他の政党システムの指標としては，Rae（1968）
の断片化指数，モリナー指数（Molinar 1991）などがある。

５　M＋１ルールの発見に先立ち，定数の重要性自体は指
摘されていた。すでに Rae（1967）や Taagepera and 
Shugart（1989）は，選挙区定数を重要な要素であると
指摘していた。
６　比例代表制でも戦略投票が生じること自体は，Rae
（1967）や Riker（1982）でも言及されていた。
７　Cox（1997）における M＋１ルールが理論上の存在可

能な競争的な候補者数の上限を示していることには留意
する必要がある。また，コックスは有権者が短期的に制
度合理的であることなど，M＋１ルールが成立する条件
も明らかにしている。
８　ただし，Lago and Martinez（2007）が指摘するように，

コックスは制度間不均一のような現象の存在を軽視して
いたわけではなく，両院の選挙制度の関連に言及した箇
所もある（Cox 1997：21）。
９　また，欧州各国における国政選挙と地方選挙の関連を，

政党システムを含めた多様な視点から研究したものとし
て Dandoy and Schakle eds.（2013）がある。

10　隣接分野とも言える政党組織の研究では，Deschou-
wer（2006）が中央と地方の選挙制度の相違（制度間不
均一）の影響を論じている。中央と地方といったマルチ
レベルの政党組織の研究については，待鳥（2015）
pp.102-104を参照。

11　上神・清水（2007）も公刊年は2007年であるが，ここ
で着目している東京大学社会科学研究所の特集「選挙制
度改革後の政党政治」に収められた論文ではない。

12　この意味で，砂原（2017）の選挙制度不均一に関する
基本的な視座は前出の「選挙制度不均一仮説」と類似し
ている。ただし，砂原は２党制の制度化を阻むもう１つ
の重要な要因として，地方分権改革の進展による権限を
強めた知事や市長の存在を指摘している。

13　ただし，こうした傾向は日本の制度間不均一研究に
限ったものではない。第２節で紹介した研究（Evans 
2010，Lago and Montero 2009，Lago and Martinez 2007）
も制度間不均一下の政党や政治家のインセンティブを理
論化し，集計データによる分析を行っている。

14　ここでは，先行研究における「選挙制度不均一」とい
う表現に対応させるために，「制度間不均一」ではなく
「選挙制度不均一」という表現を用いている。
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